
３福薬発第５４９号 
令和４年３月７日 

各地区薬剤師会会長 殿 
公益社団法人福岡県薬剤師会 

会 長   原口  亨   
（新型コロナウイルス感染症対策本部長） 

  

「まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について」に関する 
周知について 

 
国は、令和４年３月６日をもってまん延防止等重点措置の対象区域から本県

を解除することを決定しました。 
なお、福岡県はまん延防止等重点措置の解除と同時に３月７日から４月７日

までの１か月間を「感染再拡大防止対策期間」とし、「福岡コロナ警報」に移行

されました。 
今後の対応について福岡県保健医療介護部薬務課より別添のとおり連絡があ

りましたのでお知らせいたします。 
ご多忙中とは存じますが、貴会会員へのご周知等、ご協力を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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「まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について」に関する周知について 

 

 平素より、本県の新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解・ご協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

１月２４日から実施してきた県単独措置に続き、１月２７日から約１か月半にわたって、

まん延防止等重点措置を続け、その結果、感染状況や医療提供体制の状況については、ピ

ーク時から大きく改善しました。 

飲食店における営業時間短縮など厳しい要請に、多くの県民及び事業者の皆様にご理解

とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

これらの改善傾向をふまえ、国は、３月６日をもってまん延防止等重点措置の対象区域

から本県を解除することを決定しました。 

しかしながら、まん延防止等重点措置が解除されても、感染が収束したわけではなく、

感染の再拡大を招くことがないよう、引き続き警戒心をもって慎重に行動することが重要

となります。 

このため、３月７日から４月７日までの１か月間を「感染再拡大防止対策期間」（別紙参

照）とし、社会経済活動と感染再拡大防止の両立に向け、県民及び事業者の皆様に、別添

の要請について御協力をお願いいたします。 

つきましては、本要請の貴会員への周知に、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

＜添付資料＞ 

  「まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について」 
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「感染再拡大防止対策期間」の概要 

○ 期  間  ３月７日（月）から４月７日（木）まで 

  ○ 区  域  県内全域 

○ 主な要請内容 

・ワクチン接種した方も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、三つの密の回避、

換気等の基本的な感染防止対策を徹底すること。 

・飲食店等の利用にあたり、同一グループの同一テーブルの利用は４人以内とす

ること。 

・長時間の会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、２

時間以内とすること。（個人宅等での会食を伴う集まりも含む） 

・花見に伴う宴会など、感染防止対策が徹底されていない路上・公園等における

集団での飲食は、感染リスクが高くなるため、自粛すること。  等 

なお、詳細は、別添資料「まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について」を

ご参照ください。 

また、同日開催されました福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の資料は、

以下の URL より取得できます。 

《新型コロナウイルス感染症ポータルページ》 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html  

 

別 紙 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html
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令和４年３月４日 
 

まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について 
 

Ⅰ 現在の感染状況等 
（１）感染状況 

○ 新規陽性者数は２月中旬以降減少傾向が続いており、今週先週比※は

約３週間継続して１.０を下回っている。また、７日移動平均はピーク時から
約４割（４,７０９人→２,９６６人）減少している。 

※今週先週比＝直近１週間の新規陽性者数と先週１週間の新規陽性者数の比。 

○ 地域別に見ると、直近１週間の人口１０万人当たりの数は、福岡市でピー

ク時から半減（８４８人→４３４人）したほか、全ての地域でピーク時から
大幅に減少している。 

○ 年代別では、このところ１０代以下で下げ止まりが見られるものの、その他
の年代で減少傾向が続いており、特に重症化リスクの高い６０代以上の
減少が顕著である。 

 
（２）医療提供体制の状況 

○ 病床使用率は３月３日時点で５６.６％となっており、ピーク時（８６.７％）か

ら３０ポイント低下している。２月１９日以降は安定的に下降しており、３月

６日には５３％、３月中旬には５０％を下回ることが見込まれる。 
○ 重症病床使用率はこれまでのところ１０％を上回ることなく低い水準で推

移しており、３月３日時点で７.７％となっている。 
○ 重症者数と中等症者数の合計は３月３日時点で３５７人となっており、ピ

ーク時（４９１人）から３割近く減少している。 

○ 自宅療養者数と療養等調整中の者の合計は減少傾向が続いており、ピ
ーク時から約４割減少している（約５.２万人→約３.１万人）。 

 

 
Ⅱ まん延防止等重点措置の解除 

（１）これまでの経緯 
○ 県では、オミクロン株の影響による爆発的な感染拡大を受け、１月２４日

から県独自措置、１月２７日からはまん延防止等重点措置として、約１か
月半にわたって、飲食店における営業時間短縮などの県民及び事業者




